
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【様式編】 



【様式編】 

 

借入様式集 

促進借入１号 農地中間管理事業賃貸申込書（農地所有者用） 1 
促進借入１-１号 利用権を設定する者が複数いる場合の農用地利用集積等促進計画同意書 3 
促進借入２号 農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（一括方式）【機構借入】 4 
促進借入３号 利用権設定に係る各筆明細書 5 
促進借入４号 農地中間管理機構からの重要なお知らせ（農地所有者向け） 10 
促進借入５号 機構関連事業に係るお知らせ（農地所有者用） 12 
 

貸付様式集 

促進貸付１号 農地中間管理事業借受申込書（農地借受者用） 13 
促進貸付２号 農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（一括方式･再転貸）【機構貸付】 15 
促進貸付３号 賃借権又は使用貸借権設定に係る各筆明細書 16 
促進貸付３-１号 利害関係人の意見聴取 21 
促進貸付３-２号 利害関係人からの意見概要 22 
促進貸付４号 農地中間管理機構からの重要なお知らせ（農地借受者向け） 24 
促進貸付５号 機構関連事業に係るお知らせ（耕作者用） 26 
 

提出様式（市町村･JA⇔機構⇔県の提出･申請に係る様式） 

提出様式１号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（案）について 27 
 （送付：市町村→機構） 

提出様式２号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る関係書類について 28 
 （依頼：機構→市町村・JA） 

提出様式３号 農用地利用集積等促進計画（案）に係る関係書類について 29 
 （送付：市町村・JA→機構） 

提出様式４号 農用地利用集積等促進計画に係る認可について 30 
 （申請：機構→県（県から権限移譲した場合は市町村）） 

 

農委意見参考様式（農業委員会への意見聴取に係る参考様式） 

農委意見参考様式１号 農業委員会の意見について（照会） 31 
農委意見参考様式２号 農業委員会の意見について（回答） 32 
 

参考様式（機構借入不可判断に係る参考様式） 

参考様式１号 農地中間管理事業に係る借入農地について（通知：機構→市町村） 33 
参考様式２号 農地中間管理事業に係る借入農地について（通知：機構→農地所有者） 34 
 

変更様式集 

変更様式１号 農地中間管理事業賃貸借変更申出書について（協議：市町村等→機構） 35 
変更様式２号 農地中間管理事業賃貸借変更申出書（農地所有者用） 36 
変更様式３号 農地中間管理事業賃貸借変更申出書（借受者用） 37 
変更様式４号 農地中間管理事業賃貸借変更申出書について（回答：機構→市町村等） 38 
変更様式５号 農地中間管理事業賃貸借変更一覧表（農地所有者用） 39 
変更様式５-１号 農地中間管理事業賃貸借変更申出書一覧表（農地所有者用） 40 
変更様式６号 農地中間管理事業賃貸借変更一覧表（借受者用） 41 
変更様式６-１号 農地中間管理事業賃貸借変更申出書一覧表（借受者用） 42 
変更様式７号 農地中間管理事業の契約内容変更届 43 
 

（参考資料「農地法関係事務処理の手続き」より掲載） 

様式４-９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 45 



様式４-１０号 農地の賃貸借の合意解約書 47 
 

被災地域（一括方式）に係る県要領様式（福島県農用地利用集積等促進事業取扱要領より） 

県要領様式１号 農用地利用集積等促進計画（案）等について（送付） 48 
県要領様式２号 農用地利用集積等促進計画（案）等について（送付） 49 



（
促

進
借

入
１

号
）

農
地

中
間

管
理

事
業

賃
貸

申
込

書
（
農

地
所

有
者

用
）

（
市

町
村

経
由

）

（
 福

 島
 県

 農
 地

 中
 間

 管
 理

 機
 構

 ）

公
益

財
団

法
人

福
島

県
農

業
振

興
公

社
理

事
長

　
様

市
町

村
農

業
委

員
会

下
記

の
農

用
地

等
に

つ
い

て
賃

貸
し

た
い

の
で

、
申

し
込

み
ま

す
。

□
　

別
紙

の
個

人
情

報
の

利
用

目
的

に
同

意
す

る
場

合
は

レ
点

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
※

農
地

所
有

者
が

海
外

居
住

の
場

合
は

、
国

内
連

絡
先

（
住

所
、

氏
名

、

１
　

賃
貸

を
希

望
す

る
農

用
地

等
　

　
　

　
　

電
話

番
号

）
を

必
ず

併
記

し
て

く
だ

さ
い

。

市
町

村
大

字
字

２
　

承
諾

等
事

項

□
　

以
下

の
(1

)～
(2

)に
つ

い
て

承
諾

し
ま

す
。

（
※

チ
ェ

ッ
ク

欄
□

に
、

✔
を

記
入

す
る

）
４

　
貸

付
希

望
の

内
容

　
　

　
　

(1
)　

新
規

の
貸

付
　

　
　

　
　

　
(2

)　
更

新
　

　
　

　
　

　
(3

)　
そ

の
他

　
(1

) 
 1

5
年

以
上

の
借

受
期

間
を

設
定

し
た

農
用

地
等

に
つ

い
て

は
、

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4
年

５
　

贈
与

税
等

納
税

猶
予

の
対

象
有

無

　
 　

法
律

第
1
9
5
号

）
第

8
7
条

の
３

第
１

項
の

土
地

改
良

事
業

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

こ
と

。
　

(1
)　

猶
予

（
　

有
　

・
　

無
　

）
　

　
(2

)　
有

の
場

合
の

税
種

別
（
　

贈
与

税
　

・
　

相
続

税
　

）

　
(2

)　
土

地
改

良
区

へ
の

賦
課

金
等

に
関

し
て

は
、

未
納

額
が

な
い

こ
と

。

３
　

機
構

集
積

協
力

金
の

う
ち

経
営

転
換

協
力

金
の

交
付

希
望

有
無

　
（
※

被
災

1
2
市

町
村

内
の

避
難

解
除

等
区

域
及

び
特

定
復

興
再

生
拠

点
区

域
の

み
対

象
）

　
(1

)　
希

望
有

　
　

(2
)　

希
望

無

フ
 　

リ
　

 ガ
　

 ナ

受
付

番
号

　
：
　

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

〒

申
込

内
容

確
認

（
押

印
）

住
　

所

氏
　

名

生
年

月
日

電
話

番
号

番
号

地
域

計
画

区
域

名

所
在

地
地

番
枝

番
公

簿
地

目
現

況
地

目
土

地
附

属
物

の
有

無
公

簿
面

積
（
㎡

）
契

約
面

積
（
㎡

）
内

容
（
作

物
名

）

希
望

筆
単

価
（
円

/
1
0
a）

貸
借

期
間

の
希

望
終

期
農

地
借

受
者

氏
名印
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別
　

紙

　
当

公
社

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

法
律

第
5
7
号

）
に

基
づ

き
、

あ
な

た
の

個
人

情
報

に
つ

い
て

下
記

の
業

務
及

び
利

用
目

的
の

達
成

に
必

要
な

範
囲

で
利

用
い

た
し

ま
す

。

  
ま

た
、

こ
の

範
囲

を
超

え
た

取
扱

は
い

た
し

ま
せ

ん
。

１
　

当
公

社
の

農
地

中
間

管
理

事
業

等
の

業
務

　
(1

) 
農

用
地

等
の

貸
借

の
契

約

　
(2

) 
地

域
農

業
の

改
善

の
た

め
集

落
な

ど
を

対
象

と
し

た
集

団
的

な
土

地
利

用
の

調
整

　
(3

) 
そ

の
他

当
公

社
が

法
令

等
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

業
務

及
び

こ
れ

ら
に

付
随

す
る

業
務

２
　

当
公

社
に

お
け

る
利

用
目

的

  
(1

) 
１

の
業

務
に

係
る

土
地

の
所

在
と

権
利

関
係

を
確

認
す

る
た

め

  
(2

) 
１

の
業

務
に

係
る

審
査

と
判

断
に

利
用

す
る

た
め

　
(3

) 
１

の
業

務
に

関
す

る
実

績
の

管
理

、
統

計
、

分
析

な
ど

業
務

の
参

考
と

な
る

資
料

の
作

成
の

た
め

　
(4

) 
本

人
で

あ
る

こ
と

の
確

認
の

た
め

　
(5

) 
登

記
手

続
き

に
必

要
な

書
類

の
収

集
、

確
認

、
作

成
の

た
め

  
(6

) 
主

務
省

及
び

監
督

官
庁

へ
の

報
告

な
ど

適
切

な
業

務
の

遂
行

に
必

要
な

範
囲

で
の

第
三

者
へ

の
提

供
の

た
め

　
(7

) 
賃

借
料

な
ど

の
決

済
、

精
算

の
た

め
に

必
要

な
範

囲
で

の
金

融
機

関
等

へ
の

提
供

の
た

め

　
(8

) 
各

種
証

明
書

、
請

求
書

、
領

収
書

、
口

座
振

替
案

内
等

の
ご

案
内

や
各

種
情

報
の

提
供

の
た

め

　
(9

) 
契

約
や

法
律

等
に

基
づ

く
権

利
の

行
使

や
義

務
の

履
行

の
た

め

  
(1

0
) 

そ
の

他
、

取
引

を
適

切
か

つ
円

滑
に

履
行

す
る

た
め

  
(1

1
) 

情
報

開
示

を
希

望
し

た
耕

作
者

へ
の

情
報

の
提

供

3
　

当
公

社
以

外
の

利
用

目
的

  
(1

) 
１

の
業

務
に

係
る

市
町

村
に

お
け

る
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
の

作
成

の
た

め

  
(2

) 
１

の
業

務
に

係
る

公
社

か
ら

の
業

務
委

託
先

に
よ

る
書

類
の

作
成

、
賃

借
料

精
算

等
の

業
務

の
た

め

  
(3

) 
機

構
関

連
事

業
（
土

地
改

良
法

第
8
7
条

の
3
第

1
項

)の
土

地
改

良
事

業
に

係
る

県
又

は
土

地
改

良
区

に
お

け
る

事
業

計
画

作
成

等
の

業
務

の
た

め

利
　

用
　

目
　

的

記

-2-



（
促

進
借

入
 １

－
１

号
）

（
別

紙
）

（
利

用
権

を
設

定
す

る
者

が
複

数
い

る
場

合
の

同
意

書
）
【
新

規
契

約
（
契

約
更

新
を

含
む

）
、

既
契

約
名

義
変

更
　

兼
用

】

・
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
に

同
意

し
ま

す
。

（
又

は
、

契
約

内
容

変
更

届
の

と
お

り
同

意
し

ま
す

。
）

（
住

所
）

（
氏

名
）

・
併

せ
て

、
が

賃
貸

人
の

代
表

と
な

り
、

　
賃

料
を

受
領

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
同

意
し

ま
す

。

利
用

権
を

設
定

す
る

者

（
住

所
）

（
氏

名
）

印

※
登

記
済

み
の

場
合

（
共

有
持

分
　

　
　

／
　

　
　

）

（
被

相
続

人
　

氏
名

）
※

相
続

未
登

記
の

場
合

（
法

定
共

有
持

分
　

　
　

／
　

　
　

）
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（
促

進
借

入
２

号
）

令
和

　
　

年
度

　
　

月
分

　
市

町
村

　
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
（
案

）一
覧

表
(一

括
方

式
）
　

【機
構

借
入

】

※
福

島
特

措
法

に
よ

る
手

続
き

の
場

合
は

「
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
促

進
計

画
」を

「新
集

積
計

画
」
と

す
る

。
リ

ス
ト
か

ら
選

択
リ
ス

ト
か

ら
選

択
リ
ス

ト
か

ら
選

択

番
号

地
域

計
画

区
域

名
地

区
名

農
地

所
有

者
氏

名
郵

便
番

号
農

地
所

有
者

生
年

月
日

連
絡

先
（
電

話
番

号
）

〈
大

字
〉

〈
字

〉
地

番
枝

番
公

簿
地

目
現

況
地

目
公

簿
面

積
（
㎡

）
契

約
面

積
（
㎡

）
内

容
（
作

物
名

）
権

利
の

種
類

1
0
a当

た
り

賃
借

料
（
円

）
賃

借
料

(円
）

手
数

料
（
円

）
貸

借
の

期
間

公
告

日
始

期
終

期
借

受
者

氏
名

借
受

者
の

担
い

手
区

分
（
0
～

3
,6

,7
,8

）
：
Ａ

(※
2
、

4
）

機
構

貸
付

前
の

耕
作

者
(※

1
)

氏
名

機
構

貸
付

前
の

耕
作

者
担

い
手

区
分

（
0
～

8
）
：
Ｂ

(※
1
、

3
、

4
)

機
構

貸
付

前
の

耕
作

形
態

（
1
～

3
）

支
払

停
止

小
計

担
い

手
区

分
、

耕
作

形
態

過
去

１
年

以
内

の
担

い
手

耕
作

区
分

0
非

担
い

手
（
区

分
1

～
8
に

該
当

し
な

い
者

)
0

1
年

以
内

担
い

手
耕

作
な

し
1

認
定

農
業

者
1

1
年

以
内

担
い

手
耕

作
あ

り

2
認

定
新

規
就

農
者

2
基

盤
整

備
で

1
年

以
内

担
い

手
耕

作
な

し

3
基

本
構

想
水

準
到

達
者

4
集

落
営

農
経

営
（
特

定
農

業
団

体
）

5
集

落
営

農
経

営
（
集

落
営

農
組

織
）

6
今

後
育

成
す

べ
き

農
業

者
7

認
定

農
業

者
以

外
の

農
外

か
ら

参
入

し
た

企
業

（
区

分
1
～

6
に

該
当

し
な

い
農

外
参

入
企

業
）

8
集

落
営

農
法

人
（
た

だ
し

、
区

分
0
～

7
に

該
当

し
な

い
法

人
）

1
自

作
（
作

業
委

託
含

む
）

2
農

地
借

受

3
特

定
農

作
業

受
託

※
3
　

機
構

貸
付

前
の

耕
作

者
「
担

い
手

区
分

」
の

時
点

は
、

機
構

へ
の

貸
付

日
を

基
準

と
し

た
前

年
度

の
末

時
点

（
機

構
へ

の
貸

付
に

係
る

市
町

村
公

告
日

の
年

度
の

前
年

度
末

時
点

）

※
4
　

担
い

手
区

分
6
,7

,8
と

し
て

整
理

し
て

い
る

経
営

体
で

、
か

つ
、

他
市

町
村

か
ら

入
作

ま
た

は
他

市
町

村
へ

出
作

を
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

自
市

町
村

で
認

定
農

業
者

（
「
1
」
）
ま

た
は

認
定

新
規

就
農

者
（
「
2
」
）
の

認
定

を
受

け
て

い
な

く
と

も
他

市
町

村
で

認
定

を
受

け
て

い
る

場
合

は
、

区
分

6
,7

,8
で

は
な

く
、

区
分

「
1
」
ま

た
は

「
2
」
を

選
択

す
る

。

農
地

所
有

者
住

所
(県

）
　

　
　

（
市

町
村

）
　

　
（
大

字
～

地
番

）
借

受
者

住
所

(県
）
　

　
　

（
市

町
村

）
　

　
（
大

字
～

地
番

）

※
1
　

自
作

（
作

業
委

託
も

含
む

）
、

農
地

借
受

、
特

定
農

作
業

受
託

し
て

い
た

者
ま

た
は

組
織

（
単

な
る

作
業

受
託

の
場

合
は

、
耕

作
者

と
は

み
な

さ
ず

、
作

業
の

委
託

者
（
農

地
所

有
者

）
を

耕
作

者
と

す
る

。
）
。

な
お

、
基

盤
整

備
工

事
や

津
波

被
災

地
を

理
由

と
し

て
、

実
態

と
し

て
耕

作
が

な
さ

れ
て

い
な

い
場

合
で

も
、

耕
作

権
限

者
（
自

作
者

、
農

地
借

受
者

）
を

耕
作

者
と

み
な

す
。

※
2
　

借
受

者
の

「
担

い
手

区
分

」
の

時
点

は
、

機
構

か
ら

の
借

受
時

点

担 い 手 区

耕
作

形
態
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１
．

各
 
筆

 
明

 
細

○
○

市
(
市

町
村

名
)

(
住

　
所
)

（
氏

名
又

は
名

称
）

(
住

　
所
)

（
氏

名
又

は
名

称
）

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

（
住
　
所

）
（
氏
名
又
は
名
称
）

公
益
財
団
法
人
 
 
福
島
県
農
業
振
興
公
社

利
用

権
の

設
定

を
受

け
る
者

理
事
長
　
○
○
　
○
○

印

利
用

権
を

設
定

す
る
者

及
び

借
賃

の
支

払
い

を
受

け
る
者

福
島

県
○

○
市

○
○
1
-
1

印

利
用

権
を

設
定

す
る

者
以

外
の

者
で

利
用

権
を

設
定

す
る

土
地

に
つ

き
所

有
権

そ
の

他
使

用
収

益
を

有
す

る
者

印

２
．

共
 
通

 
事

 
項

　
別

紙
の

と
お
り

福
島

県
福

島
市

中
町

８
番

２
号

福
島

県
福

島
市

中
町

８
番

２
号

R
9
.
1
2
.
3
1

R
5
.
1
.
1

2
1
,
2
0
0
円

利
用

権
の

設
定
を

受
け

る
者
(
Ａ

)

１
．

新
　
規

２
．

再
設
定

利
用

権
を

設
定

す
る

者
　
(
Ｂ

)

2
,
1
2
2
.
0
0

水
田

と
し
て
利
用

2
,
1
2
2
.
0
0

田

6
5
-
4

筆
1

合
　

計

字
杉
妻

以
下

余
白

公
益

財
団

法
人

　
福

島
県

農
業

振
興

公
社

理
事

長
　

　
○

○
　

○
○

借
賃

支
払

方
法

杉
妻
町

田

地
番

枝
番

現
 
況

地
 
目

利
　

用
　

権
　

を
　

設
　

定
　

す
　

る
　

土
　

地
　
(
Ｃ

)

区 域

所
　

　
　
在

大
　

字
　
字
　

　
　

　
㎡

面
　

　
積

認
定
の

有
　
無

世
　
　
帯

世
　

　
帯

(
円
)

氏
名

又
は

名
　
称

利
用
権

賃
借
権

住
　

　
所

2
1
,
2
0
0

※
別

欄
記

載
の

と
お

り

そ
の
他

毎
年
1
2
月
1
5
日
(
金

融
機
関

休
業

日
の

場
合

は
直

前
の

営
業

日
)
に

所
有

者
指

定
の

口
座

に
福

島
県

農
業

振
興

公
社

が
振

り
込

む
。

手
数

料
と

し
て

毎
年

金
○

円
を

徴
収

す
る
。

権
限
の

種
　
類

利
用

権
を

設
定

す
る

土
地

の
（

Ｂ
）

以
外

の
権

限
者

等
（

Ｅ
）

利
用

権
の

設
定

内
容

（
Ｄ
）

内
　
容

始
　
期

終
　
期

借
　
賃

○
○

　
○

○
(
農

地
所

有
者

氏
名
)

(
促

進
借

入
３

号
)

利
　

　
用

　
　

権
　

　
の

　
　

設
　

　
定

区
　

分
地
　
区

区
　

分
地
　
区

福
島

県
○

○
市

○
○
1
-
1

登
録

受
　

付
コ

ー
ド

○
○

　
○

○
(
農

地
所

有
者
)
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２
 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
借
入
に
係
る
共
通
事
項
 

 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
８
条
第
１
項
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
１
７
条

の
２
５
第
１
項
に
よ
る
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
以
下
「
本
計
画
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
利
用
権
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

（
１
）
 
利
用
権
の
設
定
 

１
の
各
筆
明
細
に
記
載
さ
れ
た
土
地
（
以
下
「
当
該
土
地
」
と
い
う
。
）
の
利
用
権
は
、
本
計
画
の
公
告
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
。
 

（
２
）
 
契
約
面
積
 

利
用
権
を
設
定
す
る
者
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
及
び
利
用
権
の
設
定
を
受
け
る
者
（
公
益
財
団
法
人
福
島
県
農
業
振
興
公
社
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
当

該
土
地
の
１
の
各
筆
明
細
に
記
載
さ
れ
た
面
積
と
実
測
面
積
と
の
間
に
差
異
が
あ
っ
て
も
、
異
議
を
述
べ
ず
、
ま
た
、
借
賃
の
増
減
を
請
求
し
な
い
。
 

（
３
）
 
借
賃
の
改
訂
 

本
計
画
を
定
め
た
後
の
借
賃
の
改
訂
に
当
た
っ
て
は
、
農
地
法
第
５
２
条
の
農
業
委
員
会
が
提
供
す
る
借
賃
の
動
向
を
勘
案
し
て
、
甲
、
乙
が
協
議
し
て
定
め
る

10
a

当
た
り
の
単
価
が
、
本
計
画
を
定
め
た
時
点
の
額
と
比
較
し
、
1,
00
0
円
以
上
増
減
が
あ
っ
た
場
合
の
み
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乙
が
特
別
の
定
め
を

し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
４
）
 
借
賃
の
支
払
猶
予
 

甲
は
、
乙
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
、
借
賃
の
支
払
期
限
ま
で
に
借
賃
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
日

ま
で
そ
の
支
払
を
猶
予
す
る
。
 

（
５
）
 
転
貸
 

乙
は
当
該
土
地
を
、
甲
の
同
意
を
得
ず
第
三
者
に
転
貸
し
て
当
該
転
借
人
に
使
用
及
び
収
益
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
６
）
 
借
賃
の
減
額
請
求
 

当
該
土
地
の
転
借
人
か
ら
乙
に
対
し
て
農
地
法
第
２
０
条
の
規
定
に
基
づ
く
借
賃
の
減
額
請
求
が
あ
り
、
乙
が
当
該
借
賃
を
減
額
す
る
場
合
に
は
、
乙
は
甲
に
対
し

て
、
借
賃
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
減
額
さ
れ
る
べ
き
額
は
、
甲
及
び
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
農
業
委
員

会
が
認
定
し
た
額
と
す
る
。
 

（
７
）
 
境
界
の
明
示
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甲
は
、
当
該
土
地
の
引
渡
の
時
期
ま
で
に
、
自
己
の
費
用
を
も
っ
て
現
地
に
お
い
て
隣
地
と
の
境
界
を
明
示
す
る
。
 

（
８
）
 
障
害
の
除
去
等
 

甲
は
、
土
石
、
地
下
埋
設
物
、
土
壌
汚
染
、
軟
弱
地
盤
等
農
地
と
し
て
の
利
用
に
支
障
を
来
す
も
の
を
除
去
し
た
上
、
乙
に
引
き
渡
す
と
と
も
に
、
権
利
の
存
続
期

間
中
に
お
い
て
は
、
権
利
の
行
使
の
妨
げ
と
な
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
９
）
 
修
繕
及
び
改
良
 

ア
 
甲
は
、
乙
及
び
転
借
人
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
当
該
土
地
の
損
耗
に
つ
い
て
、
自
ら
の
費
用
と
責
任
に
お
い
て
当
該
土
地
を
修
繕
す
る
。

た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
甲
に
お
い
て
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
甲
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
乙
が
修
繕
し
又
は
転
借
人
に
修
繕
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
又
は
転
借
人
が
修
繕
の
費
用
を
支
出
し
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
て
、
そ
の
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
 
乙
は
、
甲
の
同
意
を
得
て
当
該
土
地
の
改
良
を
行
い
又
は
転
借
人
に
改
良
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
改
良
が
軽
微
で
あ
る
場
合
に
は
甲
の
同

意
を
要
し
な
い
。
 

ウ
 
乙
は
、
別
表
１
に
定
め
た
も
の
以
外
の
修
繕
費
、
改
良
費
又
は
当
該
土
地
に
費
や
し
た
有
益
費
に
つ
い
て
、
そ
の
代
価
を
請
求
す
る
場
合
そ
の
他
法
令
に
よ
る
権

利
の
行
使
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
甲
に
対
し
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
返
還
の
代
償
を
求
め
な
い
。
 

エ
 
修
繕
費
、
改
良
費
及
び
当
該
土
地
に
費
や
し
た
有
益
費
の
額
に
つ
い
て
甲
乙
間
で
協
議
が
整
わ
な
い
と
き
は
、
農
地
法
第
２
５
条
に
基
づ
き
農
業
委
員
会
へ
和
解

の
仲
介
を
申
し
立
て
る
。
 

（
10
）
 
土
地
附
属
物
の
取
扱
い
 

ア
 
乙
は
、
転
借
人
が
行
う
土
地
附
属
物
の
撤
去
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

イ
 
乙
は
、
植
栽
、
伐
採
、
客
土
そ
の
他
土
地
の
形
質
変
更
及
び
農
用
地
等
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
又
は
新
た
に
設
置
さ
れ
る
土
地
附
属
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

甲
と
転
借
人
の
双
方
が
協
議
の
上
、
書
面
に
よ
り
合
意
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
  

（
11
）
 
租
税
公
課
等
の
負
担
 

ア
 
甲
は
、
当
該
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
そ
の
他
の
租
税
を
負
担
す
る
。
 

イ
 
当
該
土
地
に
係
る
農
業
保
険
法
に
基
づ
く
共
済
掛
金
及
び
賦
課
金
は
、
乙
が
転
借
人
に
負
担
さ
せ
る
。
 

ウ
 
当
該
土
地
に
係
る
土
地
改
良
区
の
賦
課
金
等
は
、
別
表
２
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

エ
 
そ
の
他
当
該
土
地
の
通
常
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
転
借
人
に
負
担
さ
せ
る
。
 

オ
 
甲
は
乙
に
対
し
、
乙
が
定
め
る
「
福
島
県
農
業
振
興
公
社
農
地
中
間
管
理
事
業
等
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
規
程
」
に
基
づ
く
手
数
料
を
支
払
う
。
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（
12
）
 
利
用
権
の
解
除
等
 

乙
は
、
法
第
２
０
条
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
権
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ま
た
、
転
借
人
が
借
賃
を
精
算
年
度
の
翌
年
５
月
末
日
ま
で
支
払
わ
ず
、
乙
と
転
借
人
の
契
約
が
解
除
と
な
る
場
合
で
、
次
の
転
借
人
が
そ
の
契
約
の
解
除
と
な
る

日
ま
で
に
見
込
め
な
い
場
合
は
、
乙
は
甲
に
対
し
て
利
用
権
の
合
意
解
約
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
甲
は
そ
の
求
め
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

さ
ら
に
、
転
借
人
が
農
用
地
等
の
適
正
な
利
用
を
怠
り
、
乙
と
転
借
人
の
契
約
が
解
除
と
な
る
場
合
で
、
次
の
転
借
人
が
そ
の
契
約
の
解
除
と
な
る
日
ま
で
に
見
込

め
な
い
場
合
は
、
乙
は
甲
に
対
し
て
利
用
権
の
合
意
解
約
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
甲
は
そ
の
求
め
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
13
）
 
利
用
権
の
消
滅
 

天
災
地
変
そ
の
他
、
甲
及
び
乙
並
び
に
転
借
人
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
理
由
に
よ
り
当
該
土
地
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
利
用
権
は
消
滅
す
る
。
 

（
14
）
 
当
該
土
地
の
返
還
 

ア
 
土
地
附
属
物
を
伴
う
場
合
 

利
用
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
合
意
解
約
し
た
と
き
若
し
く
は
解
除
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
そ
の
満
了
又
は
解
約
若
し
く
は
解
除
の
日
か
ら
１
０
日
以

内
に
、
甲
に
対
し
て
、
当
該
土
地
を
返
還
す
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
転
借
人
は
、
事
前
に
甲
と
取
り
交
わ
し
た
「
土
地
附
属
物
に
関
す
る
確
認
書
」
等
の
合
意
内
容
に

基
づ
き
、
乙
に
対
し
て
当
該
土
地
を
返
還
す
る
。
乙
は
、
原
状
回
復
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
 
 

イ
 
土
地
附
属
物
を
伴
わ
な
い
場
合
 

利
用
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
合
意
解
約
し
た
と
き
若
し
く
は
解
除
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
そ
の
満
了
又
は
解
約
若
し
く
は
解
除
の
日
か
ら
１
０
日
以

内
に
、
甲
に
対
し
て
、
当
該
土
地
を
原
状
に
回
復
し
て
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
不
可
抗
力
、
修
繕
若
し
く
は
改
良
行
為
又
は
当
該
土
地
の
通
常
の
利
用

に
よ
っ
て
生
じ
た
形
質
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
乙
は
、
原
状
回
復
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
 

（
15
）
 
利
用
権
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止
 

甲
及
び
乙
は
、
本
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
利
用
権
に
関
す
る
事
項
は
変
更
し
な
い
。
た
だ
し
、
甲
、
乙
及
び
県
又
は
市
町
村
が
協
議
の
上
、
真
に
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
16
）
 
利
用
権
取
得
者
の
責
務
 

乙
は
、
転
借
人
に
対
し
、
本
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
土
地
を
効
率
的
か
つ
適
正
に
利
用
す
る
よ
う
指
導
す
る
。
 

(1
7)
  
 甲

が
死
亡
し
た
場
合
の
賃
借
料
変
更
の
同
意
及
び
合
意
解
約
の
同
意
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甲
が
契
約
期
間
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
、
法
定
相
続
人
で
過
半
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
が
不
明
で
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
の
賃
借
料
変
更
の
同
意
及
び
合
意
解

約
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員
会
が
法
第
２
２
条
の
２
又
は
知
事
が
特
措
法
第
１
７
条
の
３
２
に
準
じ
た
探
索
を
行
っ
て
も
他
の
共
有
者
を
確
知
で
き
な
い
場
合

は
、
判
明
し
た
共
有
者
全
員
の
同
意
で
足
り
る
。
 

(1
8)
 
 賃

借
料
の
変
更
契
約
 

賃
借
料
が
一
時
的
に
ゼ
ロ
に
な
る
変
更
に
つ
い
て
は
、
賃
借
料
を
免
除
す
る
賃
貸
借
契
約
と
み
な
す
。
 

（
19
）
 
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
の
実
施
 

当
該
土
地
の
う
ち
、
１
５
年
以
上
の
期
間
で
農
地
中
間
管
理
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
法
第
８
７
条
の
３
第
１
項
の
土
地
改
良
事
業
が

行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

（
20
）
 
そ
の
他
 

本
計
画
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
本
計
画
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、
乙
及
び
県
又
は
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
。
 

 

別
表
１
 
修
繕
費
及
び
改
良
費
の
負
担
に
係
る
特
約
事
項
 

修
繕
又
は
改
良
の
工
事
名

 
甲
及
び
乙
並
び
に
転
借
人
の
費
用
に
関

す
る
支
払
区
分
の
内
容

 
乙

及
び

転
借

人
の

支
払

額
に

つ
い

て

甲
の
償
還
す
べ
き
額
及
び
方
法

 
備
 
 
 
考

 

 
 

 
 

 別
表
２
 
土
地
改
良
区
の
賦
課
金
等
に
係
る
特
約
事
項
 

賦
課
金
等
の
種
類

 
負
担
区
分
の
内
容

 
備
 
 
 
考

 

経
常
賦
課
金

 
維
持
管
理
賦
課
金

 
土
地
改
良
事
業
賦
課
金

 

土
地
改
良
区
の
定
め
に
よ
る
。

 
土
地
改
良
区
の
定
め
に
よ
る
。

 
土
地
改
良
区
の
定
め
に
よ
る
。
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（裏面もご確認ください。） 
 

（促進借入４号） 
福島県農地中間管理機構からの重要なお知らせ 

 （農地所有者様向け） 
令和８年４月１日作成 

 
＜印を押す前に再度ご確認ください！＞ 
１ 契約書に記載されている土地に間違いはありませんか？面積もご確認ください。 
２ 賃借料は間違いないですか？   （10a 当たり    円です） 
３ 印刷された住所、氏名は間違いないですか？ 
４ 「賃借料振込送金先指定書」の内容は間違いないですか？ 

（間違いやすい事例） 
「貯金者」の氏名、フリガナ違い （例：「ズ」と「ヅ」 「ジ」と「ヂ」） 

５ 土地改良区の賦課金等の負担は、共通事項の別表２のとおりですので、必要に応じ、土
地改良区にて手続きをお願いします。 

６ 精算開始年が切り替わる時期の契約（６月〜８月頃）については、精算開始年度を再度
ご確認ください。（当年精算は８月までの市町村・県公告分となっており、９月以降は次
年度精算となります。） 

７ 土地附属物を伴う農地について農地中間管理事業に取り組む場合は、契約中又は契約
期間満了後のトラブル防止の観点から、農地借受者と「土地附属物に関する確認書」を取
り交わすなど、書面により合意しておくようにしてください。 

  なお、公社は、農地借受者が行う土地附属物の撤去等に対しては、その義務を負いませ
ん。 
 

＜賃借料の精算＞ 
○ 賃借料は、12 月 15 日（金融機関休業日の場合は直前の営業日）に「賃借料振込送金先

指定書」の口座に振り込まれます。以下の点についてご留意ください。 
(1) 契約額より手数料（賃借料の１％相当額 一契約当たり最低 800 円、最高 8,000 円)を

差し引いた額が振り込まれます。 
(2) 同一人で複数契約がある場合は、契約の賃借料合計から手数料合計を差し引いた額が

振り込まれます。手数料合計が上限 8,000 円を超える場合には、手数料を 8,000 円に再
調整いたします。 
※  なお、賃借料は農地借受者から 11 月 20 日に引き落とした後、正確な精算を行うた

め、日数をいただいております。ご理解の程、よろしくお願いします。 
※ また、賃借料は公社が農地借受者へ直接請求しますので、ご自分で農地借受者に 
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賃借料を請求しないでください。 
  
＜契約内容の変更＞ 
○ 契約単価（賃借料単価の変更額が一定の条件を満たす場合のみ対応）や精算方法、あな

たの情報（名義、代表者、住所、電話番号、口座等）に変更が生じた場合は、必ず市町村
農政担当窓口までご連絡ください。約定精算へのご協力をお願いします。 

賃借料の変更については、８月までの申請であれば当年精算から、９月以降であれば次
年度精算からの適用となります。 

   また、解約については、８月までに合意となれば当年精算から、９月以降であれば次年
度精算から精算がなくなります。 

 
＜マイナンバーの提供について（賃借料が 15 万円を超える方のみ）＞ 
○ 賃借料（福島県農業振興公社と契約が継続している額の総額）が 15 万円を超える場合、

福島県農業振興公社が税務署にマイナンバーも含めて提出します。8 月以降に関係書類
をお送りしますので、マイナンバーの提供にご協力をお願いします。（1 回提供いただけ
れば、翌年以降はマイナンバーの提供を依頼しませんが、名義が変更になった場合は改
めて提供依頼します）。 

  
＜農地中間管理機構から毎年お送りする通知＞ 
  農用地賃借料の送金通知書(兼)手数料領収書(12 月下旬頃) 
 
※その他、ご不明な点は公益財団法人福島県農業振興公社（福島県農地中間管理機構） 

０２４−５２１−９８４５（中通り、会津担当） 
０２４−５２１−９８４３（浜通り担当） 
０２４−５０３−０４２１（原子力被災１２市町村担当） 
０２４−５２１−９８４１（賃借料精算担当） 
 

-11-



（促進借入５号） 

機構関連事業に係るお知らせ（農地所有者用） 

【15 年以上の期間農用地等を機構に貸し付ける方向け】 

 

※ 本説明は、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）に基づ

き、機構関連事業の実施の有無にかかわらず、農地中間管理機構が農用地等を借り受け

る場合、当該農用地等の所有者及び貸付けの相手に対して必ず行われなければならない

こと（法律に基づく義務）とされています。 

※ 説明者チェック欄☑は、説明者が説明後に記載します。 

 （郵送等の場合で対面説明ができない場合は書面説明に代えますので、チェック欄は空

欄とし、各事項についてご理解の上、「農地所有者氏名」欄に記名してください。） 

 

〇 機構関連事業について 

機構関連事業（土地改良法（昭和 24 年法律第 195 条）第 87 条の３第１項の土地改良

事業をいう。）は、福島県農地中間管理機構（以下「機構」という。）が借り入れてい

る農用地等を対象に、農用地等の所有者や貸付けの相手方の申請によらず、福島県が農

業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備を行う事業です。機構に貸し付けた農用地等

については、機構関連事業が行われることがありますので、その内容について説明しま

す。 

なお、福島県が本事業を実施する際には改めて事業に係る説明会等を開催することと

なりますのでご了知願います。 

〇 機構関連事業の内容について 

（説明者チェック欄） 

  □ ・  機構関連事業の対象となる農用地等は、機構の借受期間が機構関連事業の

計画の決定（公告）時から 15 年以上あるものです。 

 

  □ ・  機構関連事業は、福島県が事業実施主体となって、農用地等の所有者や貸

付けの相手方の費用負担や同意を求めずに農地区画整備（これに付随する農

道、農業用排水路、暗渠等の整備を含む。）、農業用用排水施設、農道及び

暗渠等の整備を行う基盤整備事業です。 

〇 留意事項について 

  □ ・  機構関連事業対象農用地等に係る農用地区域からの除外（農地転用）につ

いては、機構の借受期間が満了し除外要件等を満たす場合に限り可能です。 

 

  □ ・  機構関連事業が行われた農用地等の所有者が、機構への貸付けを自らの都

合で一方的に解除した場合は、特別徴収金（工事に要した費用の全部）が徴

収されます。 

 

                         年  月  日 

                      （説明者 所属・氏名） 

 

                                        

上記内容について説明を受けました。 

                      （農地所有者氏名） 
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（
促

進
貸

付
１

号
）

農
地

中
間

管
理

事
業

借
受

申
込

書
（
農

地
借

受
者

用
）

（
市

町
村

経
由

）

（
 福

 島
 県

 農
 地

 中
 間

 管
 理

 機
 構

 ）

公
益

財
団

法
人

福
島

県
農

業
振

興
公

社
理

事
長

　
様

市
町

村
農

業
委

員
会

下
記

の
農

用
地

等
に

つ
い

て
借

り
受

け
た

い
の

で
、

申
込

み
ま

す
。

□
　

別
紙

の
個

人
情

報
の

利
用

目
的

に
同

意
す

る
場

合
は

レ
点

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

１
　

賃
貸

を
希

望
す

る
農

用
地

等

市
町

村
大

字
字

１
：
既

存
２

：
新

設
契

約
満

了
時

（
※

1
）

R
  
  
.1

2.
3
1

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

２
　

確
認

事
項

（
※

該
当

欄
□

に
、

✔
を

記
入

す
る

）

□
　

別
紙

の
農

地
法

そ
の

他
の

農
業

に
関

す
る

法
令

の
遵

守
の

状
況

等
に

つ
い

て
は

、
Ⅰ

、
Ⅱ

と
も

に
、

違
反

及
び

該
当

は
あ

り
ま

せ
ん

。

□
　

Ⅰ
に

違
反

が
あ

り
ま

す
。

□
　

Ⅱ
に

該
当

が
あ

り
ま

す
。

農
地

所
有

者
氏

名

フ
 　

リ
　

 ガ
　

 ナ

氏
　

名

生
年

月
日

希
望

筆
単

価
（
円

/
1
0
a）

電
話

番
号

内
容

（
作

物
名

）

(法
人

設
立

年
月

日
)

土
地

附
属

物
の

該
当

受
付

番
号

　
：
　

番
号

公
簿

地
目

現
況

地
目

公
簿

面
積

（
㎡

）
契

約
面

積
（
㎡

）

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

申
込

内
容

確
認

（
押

印
）

地
域

計
画

区
域

名

所
在

地
地

番
枝

番

住
　

所

〒

貸
借

期
間

の
希

望
終

期

印

時
期

：
内

容
：

理
由

：

（違
反

、
該

当
が

あ
る

場
合

は
下

欄
に

も
記

載
す

る
。

）

※
１

土
地

附
属

物
の

契
約

満
了

（解
約

を
含

む
）
時

の
取

扱
い

農
地

所
有

者
と

事
前

に
確

認
を

と
っ

た
上

で
、

以
下

内
容

か
ら

選
択

（
数

字
を

記
入

）
し

て
く

だ
さ

い
。

１
：
適

正
な

管
理

の
下

、
契

約
満

了
（解

約
含

む
）
時

の
農

地
及

び
樹

木
・
建

造
物

の
状

態
で

返
還

２
：
農

地
は

適
正

に
管

理
さ

れ
た

状
態

で
、

樹
木

は
地

上
１

ｍ
以

下
に

伐
採

し
て

返
還

３
：
農

地
は

適
正

に
管

理
さ

れ
た

状
態

で
、

樹
木

は
抜

根
、

建
造

物
は

撤
去

し
、

更
地

に
し

て
返

還

４
：
そ

の
他

（
）
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別
　

紙

利
　

用
　

目
　

的
農

地
法

そ
の

他
の

農
業

に
関

す
る

法
令

の
遵

守
の

状
況

等

　
当

公
社

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
5
年

5
月

3
0
日

法
律

第
5
7
号

）
に

基
づ

き
、

Ⅰ
　

農
地

法
そ

の
他

の
農

業
に

関
す

る
法

令

　
あ

な
た

の
個

人
情

報
に

つ
い

て
下

記
の

業
務

及
び

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
で

利
用

　
(1

) 
農

地
法

（
昭

和
2
7
年

法
律

第
2
2
9
号

）

  
い

た
し

ま
す

。
ま

た
、

こ
の

範
囲

を
超

え
た

取
扱

は
い

た
し

ま
せ

ん
。

　
　

①
第

3
条

（
農

地
又

は
採

草
放

牧
地

の
権

利
移

動
の

制
限

）

記
　

　
②

第
4
条

（
農

地
の

転
用

の
制

限
）

１
　

当
公

社
の

農
地

中
間

管
理

事
業

等
の

業
務

　
　

③
第

5
条

（
農

地
又

は
採

草
放

牧
地

の
転

用
の

た
め

の
権

利
移

動
の

制
限

）

　
(1

) 
農

用
地

等
の

貸
借

の
契

約
　

　
④

第
4
2
条

（
措

置
命

令
）

　
(2

) 
地

域
農

業
の

改
善

の
た

め
集

落
な

ど
を

対
象

と
し

た
集

団
的

な
土

地
利

用
の

調
整

　
(2

) 
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
4
年

法
律

第
5
8
号

）

　
(3

) 
そ

の
他

当
公

社
が

法
令

等
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

業
務

及
び

こ
れ

ら
に

付
随

す
る

業
務

　
　

①
第

1
5
条

の
2
（
農

用
地

区
域

内
に

お
け

る
開

発
行

為
の

制
限

）

　
　

②
第

1
5
条

の
3
（
監

督
処

分
）

２
　

当
公

社
に

お
け

る
利

用
目

的
　

(3
) 
種

苗
法

（
平

成
1
0
年

法
律

第
8
3
号

）

  
(1

) 
１

の
業

務
に

係
る

土
地

の
所

在
と

権
利

関
係

を
確

認
す

る
た

め
　

　
第

2
0
条

及
び

第
2
5
条

（
育

成
者

権
又

は
専

用
利

用
権

の
侵

害
）

  
(2

) 
１

の
業

務
に

係
る

審
査

と
判

断
に

利
用

す
る

た
め

　
(4

) 
農

薬
取

締
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
8
2
号

）

　
(3

) 
１

の
業

務
に

関
す

る
実

績
の

管
理

、
統

計
、

分
析

な
ど

業
務

の
参

考
と

な
る

資
料

の
作

成
の

た
め

　
　

第
2
4
条

（
使

用
の

禁
止

）

　
(4

) 
本

人
で

あ
る

こ
と

の
確

認
の

た
め

　
(5

) 
登

記
手

続
き

に
必

要
な

書
類

の
収

集
、

確
認

、
作

成
の

た
め

Ⅱ
　

過
去

に
権

利
取

得
後

の
農

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

な
く

、

  
(6

) 
主

務
省

及
び

監
督

官
庁

へ
の

報
告

な
ど

適
切

な
業

務
の

遂
行

に
必

要
な

範
囲

で
の

　
　

 取
得

後
３

年
以

内
に

他
者

に
譲

渡
し

、
若

し
く

は
使

用
及

び
収

益
を

目
的

と
す

る
権

利
を

設
定

し
、

　
　

　
第

三
者

へ
の

提
供

の
た

め
　

　
 又

は
農

地
以

外
の

も
の

に
す

る
行

為
を

行
っ

た
か

の
有

無
等

　
(7

) 
賃

借
料

な
ど

の
決

済
、

精
算

の
た

め
に

必
要

な
範

囲
で

の
金

融
機

関
等

へ
の

提
供

の
た

め

　
(8

) 
各

種
証

明
書

、
請

求
書

、
領

収
書

、
口

座
振

替
案

内
等

の
ご

案
内

や
各

種
情

報
の

提
供

の
た

め

　
(9

) 
契

約
や

法
律

等
に

基
づ

く
権

利
の

行
使

や
義

務
の

履
行

の
た

め
（
留

意
事

項
）

  
(1

0
) 
そ

の
他

、
取

引
を

適
切

か
つ

円
滑

に
履

行
す

る
た

め
a）

Ⅰ
の

(1
)①

に
つ

い
て

は
、

偽
り

そ
の

他
不

正
の

手
段

に
よ

り
、

許
可

を
受

け
た

も
の

も
含

み
ま

す
。

  
(1

1
) 
情

報
開

示
を

希
望

し
た

農
地

所
有

者
へ

の
情

報
の

提
供

b
）
Ⅰ

の
(1

)②
及

び
③

に
つ

い
て

は
、

農
地

法
第

5
1
条

第
1
項

第
2
号

か
ら

第
4
号

に
該

当
す

る
も

の
も

　
　

含
み

ま
す

。

３
　

当
公

社
以

外
の

利
用

目
的

c）
Ⅰ

の
(1

)及
び

Ⅱ
に

つ
い

て
は

、
申

告
の

日
か

ら
起

算
し

て
過

去
3
年

分
の

状
況

等
を

記
載

し
て

  
(1

) 
１

の
業

務
に

係
る

市
町

村
に

お
け

る
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
の

作
成

の
た

め
　

　
く

だ
さ

い
。

な
お

、
Ⅰ

の
(1

)に
つ

い
て

は
、

違
反

状
態

が
是

正
さ

れ
た

も
の

を
除

き
ま

す
。

  
(2

) 
１

の
業

務
に

係
る

公
社

か
ら

の
業

務
委

託
先

に
よ

る
書

類
の

作
成

、
賃

借
料

精
算

等
の

業
務

の
た

め
d
）
Ⅰ

の
(2

)、
(3

)及
び

(4
)に

つ
い

て
は

、
申

告
の

日
現

在
の

状
況

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

  
(3

) 
機

構
関

連
事

業
（
土

地
改

良
法

第
8
7
条

の
3
第

1
項

)の
土

地
改

良
事

業
に

係
る

県
又

は
e）

Ⅰ
に

つ
い

て
違

反
が

あ
る

場
合

は
借

受
を

行
う

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

の
で

、
違

反
項

目
の

　
　

　
土

地
改

良
区

に
お

け
る

事
業

計
画

作
成

等
の

業
務

の
た

め
　

 是
正

を
行

っ
た

後
、

再
度

借
受

申
込

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
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令
和

　
　

年
度

　
　

月
分

　
市

町
村

　
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
（
案

）
一

覧
表

(一
括

方
式

・
再

転
貸

）
※

（
　

）
内

は
該

当
す

る
も

の
を

記
載

　
　

【
機

構
貸

付
】

※
福

島
特

措
法

に
よ

る
一

括
方

式
の

場
合

は
「
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
促

進
計

画
」
を

「
新

集
積

計
画

」
と

す
る

。
市

町
村

確
認

欄
※

1

番
号

地
域

計
画

区
域

名
地

区
名

借
受

者
氏

名
郵

便
番

号
借

受
者

生
年

月
日

（
法

人
設

立
月

日
）

連
絡

先
（
電

話
番

号
）

大
字

字
地

番
枝

番
公

簿
地

目
現

況
地

目
公

簿
面

積
（
㎡

）
契

約
面

積
（
㎡

）
内

容
（
作

物
名

）
権

利
の

種
類

1
0
a当

た
り

賃
借

料
（
円

）
賃

借
料

(円
）

手
数

料
（円

）
貸

借
の

期
間

公
告

日
始

期
終

期
農

地
所

有
者

氏
名

貸
付

先
決

定
区

分
個

人
農

地
所

有
適

格
法

人

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人

徴
収

停
止

※
１

 
貸

付
相

手
方

に
つ

い
て

、
以

下
の

貸
付

先
決

定
区

分
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
（

市
町

村
確

認
）

1
地

域
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

へ
の

貸
付

で
あ

る
。

○
2

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
な

い
者

へ
の

貸
付

で
あ

る
。

✕
3

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

で
定

め
た

代
替

者
へ

の
貸

付
で

あ
る

。
4

地
域

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
へ

貸
し

付
け

る
ま

で
の

一
時

的
な

貸
付

で
あ

る
。

地
域

計
画

区
域

外
5

農
業

委
員

会
の

要
請

又
は

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

19
条

第
2項

の
規

定
に

よ
る

貸
付

で
あ

る
。

５
を

選
択

す
る

場
合

に
は

、
次

の
ア

〜
エ

に
つ

い
て

十
分

に
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

ア
 

農
業

経
営

の
規

模
拡

大
又

は
経

営
耕

地
の

分
散

錯
圃

の
解

消
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
イ

 
既

に
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
行

っ
て

い
る

者
の

農
業

経
営

に
支

障
を

及
ぼ

さ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
ウ

 
新

規
参

入
を

し
た

者
が

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
を

目
指

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

エ
 

地
域

農
業

の
健

全
な

発
展

を
旨

と
し

つ
つ

、
公

平
・

適
正

に
調

整
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

※
２

 
貸

付
相

手
方

に
つ

い
て

、
経

営
体

に
応

じ
た

以
下

の
要

件
を

全
て

満
た

す
場

合
は

○
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
（

農
業

委
員

会
確

認
）

①
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
が

農
用

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

耕
作

又
は

養
畜

を
行

う
と

認
め

ら
れ

る
。

○
②

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
に

必
要

な
農

作
業

に
常

時
従

事
す

る
と

認
め

ら
れ

る
。

✕
農

地
所

有
適

格
法

人
①

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
農

用
地

の
全

て
を

効
率

的
に

利
用

し
耕

作
又

は
養

畜
を

行
う

と
認

め
ら

れ
る

。

（
促

進
貸

付
２

号
）

借
受

者
住

所
(県

）
　

　
　

（市
町

村
）　

　
（
大

字
～

地
番

）
農

地
所

有
者

住
所

(県
）　

　
　

（
市

町
村

）
　

　
（
大

字
～

地
番

）

貸
付

先
決

定
区

分
【

事
業

規
程

第
8条

第
1項

及
び

第
2項

】

貸
付

先
要

件
確

認
事

項
【

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

18
条

第
5項

】

個
人

農
業

委
員

会
要

件
確

認
欄

※
2

農
地

所
有

適
格

法
人

以
外

の
法

人

①
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
が

農
用

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

耕
作

又
は

養
畜

を
行

う
と

認
め

ら
れ

る
。

②
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
が

地
域

の
農

業
者

と
協

力
し

継
続

的
・

安
定

的
に

農
業

経
営

を
行

う
と

見
込

ま
れ

る
。

③
業

務
執

行
役

員
等

の
う

ち
１

人
以

上
が

当
該

法
人

の
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
常

時
従

事
す

る
と

認
め

ら
れ

る
。

地
域

計
画

区
域

内
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１
．

各
 
筆

 
明

 
細

○
○

市
(
市

町
村

名
)

(
住

　
所
)

（
氏

名
又

は
名

称
）

(
住

　
所
)

（
氏

名
又

は
名

称
）

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

（
住
　
所

）
（
氏
名
又
は
名
称
）

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

○
○

　
○

○
(
耕

作
者

氏
名
)

印

権
利

を
設

定
す

る
者

公
益

財
団

法
人

　
福

島
県

農
業

振
興

公
社

及
び

借
賃

の
支

払
い

を
受

け
る
者

福
島

県
福

島
市

中
町

８
番

２
号

理
事

長
　

　
○

○
　

○
○

印

権
利

を
設

定
す

る
者

以
外

の
者

で
権

利
を

設
定

す
る

土
地

に
つ

き
所

有
権

そ
の

他
使

用
収

益
を

有
す

る
者

印

２
．

共
 
通

 
事

 
項

　
別

紙
の

と
お
り

受
　

付
コ

ー
ド

公
益

財
団

法
人

　
福

島
県

農
業

振
興

公
社

理
事

長
　

　
○

○
　

○
○

氏
名

又
は

名
　
称

○
○

　
○

○
(
耕

作
者

氏
名
)

権
利

を
設

定
す

る
土

地
の

（
Ｂ

）
以

外
の

権
限

者
等

（
Ｅ
）

（
促

進
貸

付
3
号

）
賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

に
よ

る
権

利
の

設
定
　

区
　

分
地
　
区

区
　

分
地
　
区

福
島

県
福

島
市

中
町
8
番

2
号

登
録

地
番

枝
番

現
 
況

地
 
目

そ
の
他

毎
年
1
1
月
2
0
日

（
金

融
機

関
休

業
日

の
場

合
は

翌
営

業
日

）
に

賃
借

人
指

定
の

口
座

か
ら

福
島

県
農

業
振

興
公

社
が

引
き

落
と

す
。

支
払

期
日

ま
で

に
借

賃
を

支
払

わ
な

か
っ

た
と
き

は
、

支
払

日
の

翌
日

か
ら

支
払

日
ま

で
の

日
数

に
応

じ
支

払
わ

な
か

っ
た

額
に

つ
き

年
1
4
.
6
％

の
割

合
で

計
算

し
た

額
の

延
滞

利
息

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

手
数

料
と

し
て

毎
年

金
○

円
を

徴
収

す
る
。

権
限
の

種
　
類

権
利
の

種
類

賃
借
権

住
　

　
所

権
利

の
設

定
内

容
（

Ｄ
）

内
　
容

始
　
期

終
　
期

借
　
賃

(
円
)

認
定
の

有
　
無

世
　
　
帯

世
　

　
帯

権
　

利
　

を
　

設
　

定
　

す
　

る
　

土
　

地
　
(
Ｃ

)

区 域

所
　

　
　
在

大
　

字
　
字
　

面
　

　
積

2
1
,
2
0
0

※
別

欄
記

載
の

と
お

り

　
　

　
㎡

借
賃

支
払

方
法

杉
妻
町

田

合
　

計

字
杉
妻

以
下

余
白

田

6
5
-
4

筆
1

2
,
1
2
2
.
0
0

2
,
1
2
2
.
0
0

水
田

と
し
て
利
用

2
1
,
2
0
0
円

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者
(
Ａ

)

１
．

新
　
規

２
．

再
設
定

権
利

を
設
定

す
る

者
　
(
Ｂ

)

福
島

県
○

○
市

○
○
2
-
2

福
島

県
○

○
市

○
○
2
-
2

R
9
.
1
2
.
3
1

R
5
.
1
.
1
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２
 
農

地
中

間
管

理
事

業
の

転
貸

に
係

る
共

通
事

項
 
 

 
 

農
地

中
間
管

理
事
業

の
推
進
に

関
す

る
法

律
（
以

下
「
法
」

と
い

う
。）

第
１
８

条
第
１

項
又

は
福

島
復
興

再
生
特
別

措
置

法
（

以
下
「

特
措
法
」

と
い

う
。）

第

１
７

条
の
２

５
第
１

項
に
よ
る

農
用

地
利

用
集
積

等
促
進
計

画
（

以
下

「
本
計

画
」
と
い

う
。
）

の
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り

設
定

さ
れ
る

賃
借
権
又

は
使

用
賃

借
に

よ
る

権
利
（

以
下
「

賃
借
権
の

設
定

等
」

と
い
う

。
）

は
、

１
の

各
筆

明
細
に

定
め
る
も

の
の

ほ
か

、
次
に

定
め
る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

  

（
１

）
 
賃

借
権
の

設
定
等
の

条
件

  

１
の

各
筆
明

細
に
定

め
る
公
益

財
団

法
人

福
島
県

農
業
振
興

公
社

（
以

下
｢
甲
｣
と

い
う
。
）

に
よ

る
賃

借
権
の

設
定
等

は
、

賃
借

権
の
設

定
等
を
受

け
る

者
（

以
下

｢乙
｣
と
い

う
。
）
が

当
該

賃
貸

借
の
設

定
等
を
受

け
た

土
地

（
以
下

「
当
該
土

地
」

と
い

う
。
）
に

つ
い
て

次
の

い
ず

れ
か
に

該
当
す
る

と
き

は
解

除
を

す
る
こ

と
を
条

件
と
す
る

。
  

ア
 

当
該
土

地
を
適

正
に
利
用

し
て

い
な

い
と
認

め
ら
れ
る

と
き

。
  

イ
 

正
当
な

理
由
が

な
く
て
法

第
２

１
条

第
１
項

又
は
特
措

法
第

１
７

条
の
３

６
の
規
定

に
よ

る
報

告
を
し

な
い
と
き

。
  

ウ
 

借
賃
を

精
算
年

の
翌
年
５

月
末

日
ま

で
に
支

払
わ
な
か

っ
た

と
き

。
 

（
２

）
 
借

賃
の
改

訂
  

本
計

画
を
定

め
た
後

の
借
賃
の

改
訂

に
当

た
っ
て

は
、
農
地

法
第

５
２

条
の
農

業
委
員
会

が
提

供
す

る
借
賃

の
動
向
を

勘
案

し
て

、
甲
、

乙
が
協
議

し
て

定
め

る
 
1
0a

当
た
り

の
単
価

が
、

本
計

画
を
定

め
た
時
点

の
額

と
比

較
し
、

1
,
0
00

円
以

上
増
減

が
あ
っ

た
場
合
の

み
変

更
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
た

だ

し
、

甲
が
特

別
の
定

め
を
し
た

場
合

は
こ

の
限
り

で
な
い
。

 
 

（
３

）
 
借

賃
の
支

払
猶
予
 
 

甲
は

、
乙
が

災
害
そ

の
他
や
む

を
得

な
い

事
由
の

た
め
、
支

払
期

限
ま

で
に
借

賃
の
支
払

を
す

る
こ

と
が
で

き
な
い
場

合
に

は
、

相
当
と

認
め
ら
れ

る
期

日
ま

で
そ
の

支
払
を

猶
予
す
る

。
  

（
４

）
 
連

帯
保
証

人
の
選
任

 

乙
が

、
上
記

（
３
）

の
事
由
が

な
く

借
賃

の
滞
納

を
継
続
し

て
い

る
場

合
、
支

払
い
が
行

わ
れ

る
ま

で
の
間

に
新
た
な

賃
貸

借
の

設
定
等

を
行
う
際

に

は
、

甲
の
求

め
に
応

じ
て
連
帯

保
証

人
を

選
任
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
５

）
 
転

貸
又
は

譲
渡
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乙
は

、
当
該

土
地
に

つ
い
て
転

貸
又

は
移

転
を
受

け
た
権
利

を
譲

渡
し

て
は
な

ら
な
い
。

 
 

（
６

）
 
修

繕
及
び

改
良

  

ア
 

甲
は
、

乙
の
責

に
帰
す
べ

き
事

由
に

よ
ら
な

い
で
生
じ

た
当

該
土

地
の
損

耗
に
つ
い

て
、

自
ら

の
費
用

と
責
任
に

お
い

て
当

該
土
地

を
修
繕
す

る
。

 
 

た
だ

し
、
緊

急
を
要

す
る
と
き

そ
の

他
甲

に
お
い

て
修
繕
す

る
こ

と
が

で
き
な

い
場
合
で

甲
の

同
意

を
得
た

と
き
は
、

乙
が

修
繕

す
る
こ

と
が
で
き

る
。

こ
の

場
合
に

お
い
て

、
乙
が
修

繕
の

費
用

を
支
出

し
た
と
き

は
、

甲
に

対
し
て

、
そ
の
費

用
の

償
還

を
請
求

す
る
こ
と

が
で

き
る

。
  

イ
 

乙
は
、

甲
の
同

意
を
得
て

当
該

土
地

の
改
良

を
行
う
こ

と
が

で
き

る
。
た

だ
し
、
そ

の
改

良
が

軽
微
で

あ
る
場
合

に
は

甲
の

同
意
を

要
し
な
い

。
  

ウ
 

乙
は
、

別
表
１

に
定
め
た

も
の

を
除

く
修
繕

費
、
改
良

費
及

び
当

該
土
地

に
費
や
し

た
有

益
費

に
つ
い

て
、
そ
の

代
価

を
請

求
す
る

場
合
そ
の

他
法

令

に
よ

る
権
利

の
行
使

で
あ
る
場

合
を

除
き

、
甲
に

対
し
名
目

の
い

か
ん

を
問
わ

ず
返
還
の

代
償

を
求

め
な
い

。
  

エ
 

修
繕
費

、
改
良

費
及
び
当

該
土

地
に

費
や
し

た
有
益
費

の
額

に
つ

い
て
甲

乙
間
で
協

議
が

整
わ

な
い
と

き
は
、
農

地
法

第
２

５
条
に

基
づ
き
農

業
委

員

会
へ

和
解
の

仲
介
を

申
し
立
て

る
。

  

（
７

）
 
土

地
附
属

物
の
取
扱

い
 

ア
 

乙
は
、

当
該
土

地
に
土
地

所
有

者
の

同
意
な

く
、
い
か

な
る

土
地

附
属
物

も
設
置
す

る
こ

と
が

で
き
な

い
。
 

イ
 

甲
は
、

乙
が
行

う
土
地
附

属
物

の
撤

去
等
に

対
し
て
は

、
そ

の
義

務
を
負

わ
な
い
も

の
と

す
る

。
 

ウ
 

甲
は
、

植
栽
、

伐
採
、
客

土
そ

の
他

土
地
の

形
質
変
更

及
び

農
用

地
等
に

既
に
設
置

さ
れ

て
い

る
又
は

新
た
に
設

置
さ

れ
る

土
地
附

属
物
の
取

扱
い

に

つ
い

て
は
、

乙
と
土

地
所
有
者

の
双

方
が

協
議
の

上
、
書
面

に
よ

り
合

意
す
る

こ
と
を
求

め
る

も
の

と
す
る

。
 

（
８

）
 
租

税
公
課

等
の
負
担

 

ア
 
 
当

該
土

地
に
対

す
る
固
定

資
産

税
そ

の
他
の

租
税
は
、

土
地

所
有

者
が
負

担
す
る
。

 
 

イ
 
 
当

該
土

地
に
係

る
農
業
保

険
法

に
基

づ
く
共

済
掛
金
及

び
賦

課
金

は
、
乙

が
負
担
す

る
。

  

ウ
 

当
該
土

地
に
係

る
土
地
改

良
区

の
賦

課
金
等

は
、
別
表

２
に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
る

。
  

エ
 
 
そ

の
他

当
該
土

地
の
通
常

の
維

持
管

理
に
要

す
る
経
費

は
、

乙
の

負
担
と

す
る
。
 
 

オ
 
 
乙

は
甲

に
対
し

、
甲
が
定

め
る

「
福

島
県
農

業
振
興
公

社
農

地
中

間
管
理

事
業
等
に

係
る

手
数

料
に
関

す
る
規
程

」
に

基
づ

く
手
数

料
を
支
払

う
。

  

（
９

）
 
賃

借
権
の

設
定
等
の

消
滅
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天
災

地
変
そ

の
他
、

甲
及
び
乙

並
び

に
土

地
所
有

者
の
責
に

帰
す

べ
か

ら
ざ
る

理
由
に
よ

り
当

該
土

地
の
全

部
又
は
一

部
が

滅
失

し
、
そ

の
目
的
を

達
す

る
こ

と
が
で

き
な
く

な
っ
た
と

き
は

、
賃

借
権
の

設
定
等
は

消
滅

す
る

。
  

 
(
1
0
)
 

当
該

土
地
の

返
還
  

ア
 

土
地
附

属
物
を

伴
う
場
合

 
 

賃
借

権
の
設

定
等
の

存
続
期
間

が
満

了
し

た
と
き

又
は
合
意

解
約

し
た

と
き
若

し
く
は
解

除
し

た
と

き
は
、

乙
は
、
そ

の
満

了
又

は
解
約

若
し
く
は

解
除

の
日

か
ら
１

０
日
以

内
に
、
事

前
に

乙
と

土
地
所

有
者
間
で

取
り

交
わ

し
た
「

土
地
附
属

物
に

関
す

る
確
認

書
」
等
の

合
意

内
容

に
基
づ

き
、
甲
に

対
し

て
、

当
該
土

地
を
返

還
す
る
。

甲
は

、
原

状
回
復

の
義
務
を

負
わ

な
い

。
  

イ
 

土
地
附

属
物
を

伴
わ
な
い

場
合
 

賃
借

権
の
設

定
等
の

存
続
期
間

が
満

了
し

た
と
き

又
は
合
意

解
約

し
た

と
き
若

し
く
は
解

除
し

た
と

き
は
、

乙
は
、
そ

の
満

了
又

は
解
約

若
し
く
は

解
除

の
日

か
ら
１

０
日
以

内
に
、
甲

に
対

し
て

、
当
該

土
地
を
原

状
に

回
復

し
て
返

還
す
る
。

た
だ

し
、

災
害
そ

の
他
の
不

可
抗

力
、

修
繕
若

し
く
は
改

良
行

為

又
は

当
該
土

地
の
通

常
の
利
用

に
よ

っ
て

生
じ
た

形
質
の
変

更
に

つ
い

て
は
、

乙
は
、
原

状
回

復
の

義
務
を

負
わ
な
い

。
  

(
1
1
)
 

賃
借

権
の
設

定
等
に
関

す
る

事
項

の
変
更

の
禁
止
 
 

甲
及

び
乙
は

、
本
計

画
に
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
る

賃
借
権
の

設
定

等
に

関
す
る

事
項
は
変

更
し

な
い

。
た
だ

し
、
甲
、

乙
及

び
県

又
は
市

町
村
が
協

議
の

上
、

真
に
や

む
を
得

な
い
と
認

め
ら

れ
る

場
合
は

、
こ
の
限

り
で

な
い

。
  

(
1
2
)
 

権
利

取
得
者

の
責
務
 
 

ア
 

乙
は
、

本
計
画

の
定
め
る

と
こ

ろ
に

従
い
、

当
該
土
地

を
効

率
的

か
つ
適

正
に
利
用

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 
 

イ
 

乙
は
、

法
第
２

１
条
第
１

項
又

は
特

措
法
第

１
７
条
の

３
６

の
規

定
に
よ

り
、
賃
借

権
の

設
定

等
を
受

け
た
当
該

土
地

の
利

用
の
状

況
に
つ
い

て
、

甲
の

求
め

に
応
じ

報
告
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
  

(
1
3
)
 

使
用

貸
借
契

約
の
継
続

 
 

乙
が

死
亡
し

た
場
合

、
甲
乙
の

使
用

貸
借

契
約
に

つ
い
て
、

甲
と

乙
の

法
定
相

続
人
又
は

包
括

受
贈

者
が
そ

の
継
続
に

異
議

を
述

べ
な
い

場
合
は
、

民
法

第

５
９

７
条
の

規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、

甲
と

乙
の
法

定
相
続
人

又
は

包
括

受
贈
者

の
間
で
継

続
す

る
。

  

(
1
4
)
 

賃
借

料
の
変

更
契
約
 
 

賃
借

料
が
一

時
的
に

ゼ
ロ
に
な

る
変

更
に

つ
い
て

は
、
賃
借

料
を

免
除

す
る
賃

貸
借
契
約

と
み

な
す

。
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(
1
5
)
 

農
地

中
間
管

理
機
構
関

連
農

地
整

備
事
業

の
実
施
 
 

当
該

土
地
の

う
ち
、

１
５
年
以

上
の

期
間

で
農
地

中
間
管
理

権
が

設
定

さ
れ
て

い
る
も
の

に
つ

い
て

は
、
土

地
改
良
法

第
８

７
条

の
３
第

１
項
の
土

地
改

良

事
業

が
行
わ

れ
る
こ

と
が
あ
る

。
  

(
1
6
)
 

そ
の

他
  

本
計

画
に
定

め
の
な

い
事
項
及

び
本

計
画

に
関
し

疑
義
が
生

じ
た

と
き

は
、
甲

、
乙
及
び

県
又

は
市

町
村
が

協
議
し
て

定
め

る
。

  

 

別
表

１
 
修

繕
費
及

び
改
良
費

の
負

担
に

係
る
特

約
事
項
 

修
繕

又
は
改

良
の
工

事
名

 
甲

及
び

乙
並

び
に

土
地

所
有

者
の

費
用

に
関

す
る
支

払
区
分

の
内
容

 
甲

及
び

乙
の

支
払

額
に

つ
い

て
土

地
所

有
者

の
償

還
す

べ
き

額
及

び

方
法

 
備

 
 

 
考

 

 
 

 
 

 別
表

２
 
土

地
改
良

区
の
賦
課

金
等

に
係

る
特
約

事
項
 

賦
課

金
等
の

種
類

 
負

担
区

分
の

内
容

 
備

 
 

 
考

 

経
常

賦
課
金

 
維

持
管

理
賦

課
金

 
土

地
改

良
事

業
賦
課

金
 

土
地

改
良
区

の
定
め

に
よ
る
。

 
土

地
改

良
区

の
定
め

に
よ
る
。

 
土

地
改

良
区

の
定
め

に
よ
る
。

 

 

 

 

-20-



（促進貸付 3-1 号） 
 
【促進計画一括方式・再転貸の場合】 

農地中間管理事業の推進に関する法律 （平成２５年法律第１０１号） 第１８条第３ 
項の規定により、農用地利用集積等促進計画 
 

【新集積計画一括方式の場合】 
福島復興再生特措法（平成２４年法律第２５号）第１７条の３７第２項の規定により、

農用地利用集積等促進計画 
 

（※に続く）概要を令和〇年〇月〇〇日から令和〇年〇月〇日までの１週間、利害関係

人から意見を募ります。 
 
令和○年○月○○日 
 
                                          公益財団法人福島県農業振興公社理事長 
 

計画概要 
農地バンクから貸し出される農地の所在 貸付始期 貸付終期 備考 
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間
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（裏面もご確認ください。） 

（促進貸付 4 号） 
福島県農地中間管理機構からの重要なお知らせ 

（農地借受者様向け） 
令和８年４月１日作成 

 
＜印を押す前に再度ご確認ください！＞ 
１ 契約書に記載されている土地に間違いはありませんか？面積もご確認ください。 
２ 賃借料は間違いないですか？   （10a 当たり    円です） 
３ 印刷された住所、氏名は間違いないですか？ 
４ 「貯金口座振替依頼書」の内容は間違いないですか？ 

（間違いやすい事例） 
お届け印違い、印影が薄い･不明瞭 
「貯金者」 の氏名 「フリガナ」 違い （例：「ズ」と「ヅ」 「ジ」と「ヂ」） 

５ 土地改良区の賦課金等の負担は、共通事項の別表２のとおりですので、必要に応じ、土
地改良区にて手続きをお願いします。 

６ 精算開始年が切り替わる時期の契約（６月〜８月頃）については、精算開始年度を再度
ご確認ください。（当年精算は８月までの市町村・県公告分となっており、９月以降は次
年度精算となります。） 

７ 土地附属物を伴う農地について農地中間管理事業に取り組む場合は、契約中又は契約
期間満了後のトラブル防止の観点から、農地所有者と「土地附属物に関する確認書」を取
り交わすなど、書面により合意しておくようにしてください。 

  なお、公社は、あなたが行う土地附属物の撤去等に対しては、その義務を負いません。 
 
＜賃借料の精算＞ 
○ 賃借料は、11 月 20 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に「貯金口座振替依頼書」

の口座から引き落とします。以下の点についてご留意ください。 
(1) 引き落とし直前に残高をご確認ください。（同日に他の引き落としが発生する場合は

残高不足となることがあります。） 
(2) 引き落としは原則年一回のみとなります。（残高不足等で引き落とし不能となった場

合は、公社指定の口座へ振込みしていただきます。その際の振込手数料はご負担願いま
す。) 

(3) 契約書(各筆明細書)記載額に手数料（賃借料の１％相当額 一契約当たり最低 800 円、
最高 8,000 円）を加算した額が口座から引き落としされます。 

(4) 同一人で複数契約がある場合には、契約の賃借料合計に手数料合計を加算した額が引

-24-



き落としされます。手数料合計が上限 8,000 円を超える場合には、手数料 8,000 円に再
調整いたします。 
※  なお、賃借料は農地所有者には 12 月 15 日に振り込まれます。正確な精算を行うた

め、11 月 20 日の口座引き落としにご協力願います。ご理解の程、よろしくお願いし
ます。 

※  また、賃借料は公社が農地所有者へ直接お支払いしますので、ご自分で農地所有者
に賃借料を支払わないでください。 

 
＜契約内容の変更＞ 
○ 契約単価（賃借料単価の変更額が一定の条件を満たす場合のみ対応）や精算方法、あな

たの情報（名義、代表者、住所、電話番号、口座等）に変更が生じた場合は、必ず市町村
農政担当窓口までご連絡ください。約定精算へのご協力をお願いします。 

  賃借料の変更については、８月までの申請であれば当年精算から、９月以降であれば
次年度精算からの適用となります。 

また、解約については、８月までに合意となれば当年精算から、９月以降であれば次年
度精算から精算がなくなります。 
 

＜農地中間管理機構から毎年お送りする通知＞ 
１ 農用地賃借料の口座引き落としのご案内(11 月上旬頃) 
２ 農用地賃料等の領収書(12 月中旬頃) 
 
＜農地の適正な管理のお願い＞ 
  農地中間管理事業を通して借り受けた農地について、適正な管理をお願いいたします。 

適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄
による悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性が
ありますので、適度な草刈りや耕起、病害虫駆除など農地の適正な管理をお願いします。 

 
※その他、ご不明な点は 公益財団法人福島県農業振興公社（福島県農地中間管理機構） 

０２４−５２１−９８４５（中通り、会津担当） 
０２４−５２１−９８４３（浜通り担当） 
０２４−５０３−０４２１（原子力被災１２市町村担当） 
０２４−５２１−９８４１（賃借料精算担当） 
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（促進貸付 5 号） 
 

機構関連事業に係るお知らせ（耕作者用） 
 

※ 本説明は、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）に基づき、機構
関連事業の実施の有無にかかわらず、農地中間管理機構が農用地等を借り受ける場合、当該農用
地等の所有者及び貸付けの相手に対して必ず行われなければならないこと（法律に基づく義務）
とされています。 

 
 〇 機構関連事業について  

機構関連事業（土地改良法（昭和 24 年法律第 195 条）第 87 条の３第１項の土地改良事業を
いう。）は、福島県農地中間管理機構（以下「機構」という。）が借り入れている農用地等を対象に、 
農用地等の所有者や貸付けの相手方の申請によらず、県が農業者の費用負担や同意を求めず に基
盤整備を行う事業です。機構が貸し付けた農用地等については、機構関連事業が行われることがあ
りますので、その内容について説明します。 

なお、県が本事業を実施する際には改めて事業に係る説明会等を開催することとなります ので
ご了知願います。 

 
〇 機構関連事業の内容について  

・ 機構関連事業は、県が事業実施主体となって、農用地等の所有者や貸付けの相手方の費用負担 
や同意を求めずに農地区画整備（これに付随する農道、農業用排水路、暗渠等の整備を含む。）、 
農業用排水施設、農道及び暗渠等の整備を行う基盤整備事業です。  

 
〇 留意事項について  

・ 機構から借り受けている農用地等を目的外用途に使用等した場合には、特別徴収金（工事に要 
した費用の全部）が徴収されます。 
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（提出様式１号）

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

（　公　印　省　略　）

 添付資料

1　農地中間管理事業賃貸申込書（農地所有者用）（促進借入1号）
2　農地中間管理事業借受申込書（農地借受者用）（促進貸付1号）
3　農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（一括方式）（促進借入2号）
4　農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（一括方式）（促進貸付2号）

1　農地中間管理事業借受申込書（農地借受者用）（促進貸付1号）
2　農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（再転貸）（促進貸付2号）

　(事務担当　　　　　　　　電話　　　　　　)

第　　　　　　号

令和　年　月　 日

市町村長

このことについて、別紙のとおり送付します。

農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（案）について（送付）

※　福島特措法による一括方式の場合は、「農用地利用集積等促進計画」を
　「新集積計画」とする。

（一括方式の場合）

（再転貸の場合）
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（提出様式 2 号） 
福農公第  号 

令和 年 月 日 
 
 市町村長 様  

又は○○農業協同組合代表理事組合長 様 
 

（ 福島県農地中間管理機構）     
公益財団法人福島県農業振興公社理事長 

（    公   印   省   略   ）    
 

農用地利用集積等促進計画（案）に係る関係書類について（依頼） 
農地中間管理事業につきましては、日ごろより御理解と御協力を頂き、御礼申し上げ

ます。 
さて、このことについて、下記により関係書類をお送りしますので、契約対象者から

の調印等、手続きをお願いします。 
記 

１ 公告予定月（市町村名）        令和○年○月 
２ 送付資料 

(1) 農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（一括方式・再転貸）※()内は該当するものを記載 
(2) 農用地利用集積等促進計画（案）（一括方式・再転貸）※()内は該当するものを記載 
(3) 賃借料振込送金先指定書・貯金口座振替依頼書（該当する場合） 
(4) その他必要な書類 

３ 提出期限（市町村･JA→県公社）   令和○年○月○日（○） 
４ その他 ※JA に送付する場合のみ 

送付資料については、「農地中間管理事業ファイル転送システム」及び「農地中間 
管理帳票作成システム」から印刷をお願いします。 

 
※ 福島特措法による一括方式の場合は、「農用地利用集積等促進計画」を「新集積計

画」とする。 
 
 
 
 

 (事務担当        電話      )  
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（提出様式３号）

　　　（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

　公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

                                  　 　　　　　　

     農用地利用集積等促進計画（案）に係る関係資料について（送付）

　このことについて、下記のとおり提出します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

（市町村が送付する場合）

　 1　農用地利用集積等促進計画(案)

　 2　農用地利用集積等促進計画(案)一覧表（一括方式・再転貸）※()内は該当するものを記載

　 3　「農業委員会の意見書の写し」（市町村の収受印付）

　 4　定款の写し (該当者分のみ)

　 5　賃借料振込送金先指定書・貯金口座振替依頼書（該当する場合）

（JAが送付する場合）

　 1　農用地利用集積等促進計画(案)

　 2　賃借料振込送金先指定書・貯金口座振替依頼書（該当する場合）

（　公　印　省　略　）

第　　　 　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　　　　　　市　町　村　長　又は
　　　○○農業協同組合代表理事組合長

　(事務担当　　　　　　　　電話　　　　　　)
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（提出様式４号） 
 

福農公第   号 
令 和  年  月  日 

 
 
 福島県知事 様 
（※権限移譲した場合は市町村長） 
 
 
                  公益財団法人福島県農業振興公社理事長 
                     

農用地利用集積等促進計画に係る認可について（申請） 
 このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 1 項の規定により、

下記のとおり申請します。 
記 

 １ 農用地利用集積等促進計画の年度及び番号 
   令和 年度第   号 
 ２ 市町村及び地区名等 

○○市 ○○地区 
 ３ 件数 
   ○件（詳細は、別紙一覧表のとおり） 
 ４ 申請書類等 
  （１）農用地利用集積等促進計画      一式 
  （２）添付資料     
    ① 農業委員会の意見書の写し（市町村へ申請の場合は省略） 

② 定款の写し※該当者のみ（市町村へ申請の場合は省略） 
③ 利害関係人からの意見概要※該当者のみ 

    ④ 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事務担当       電話       ） 
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（農委意見参考様式１号）                         

    

番      号 

令和 年 月 日 

 

 市町村農業委員会長 様 

 

市 町 村 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農業委員会の意見について（照会） 

このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第 3 項※１に基

づき、下記のとおり農業委員会の意見を求めます。 

また、同法第 18 条第 5 項※２に係る貸付相手方に関する要件について、併せて確

認願います。 

 

※被災地域の一括方式では、下線部※１は「福島復興再生特別措置法第 17 条の 28

第 3 項」、下線部※２は「第 17 条の 25 第 3 項第 2 号」とする。 

 

記 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）について 

  別添一覧表のとおり 

  

２ 貸付相手方に関する要件についての確認 

  別添一覧表により、以下の要件について確認願います。 

 

（１） 個人の場合 

ア 農用地の全てを効率的に利用し耕作又は養畜を行うと認められる。 

イ 必要な農作業に常時従事すると認められる。 

 

（２） 農地所有適格法人の場合 

ア 農用地の全てを効率的に利用し耕作又は養畜を行うと認められる。 

 

（３） 農地所有適格法人以外の法人の場合 

ア 農用地の全てを効率的に利用し耕作又は養畜を行うと認められる。 

イ 地域の農業者と協力し継続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

ウ 業務執行役員等のうち１人以上が当該法人の耕作又は養畜の事業に常 

時従事すると認められる。 

農政担当課→農業委員会 

    意見依頼 
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（農委意見参考様式２号）                         

    

番      号 

令和 年 月 日 

 

市町村長 様 

 

市町村農業委員会長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農業委員会の意見について（回答） 

 令和○年○月○日付け（番号）で照会ありましたこのことについては、下記のと

おりです。 

記 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）について 

  異議ありません。 又は 意見 

 

２ 貸付相手方に関する要件についての確認 

  別紙一覧表のとおり要件を満たしていることを認めます。 又は 意見 

農業委員会→農政担当課 

    回 答 
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（参考様式１号） 
 

福農公第  号 
令和 年 月 日 
 

市町村長 様 
 

（福島県農地中間管理機構） 
公益財団法人福島県農業振興公社理事長 
 

農地中間管理事業に係る借入農地について（通知） 
令和○年○月○日付けで貴職から送付ありました農地の賃貸申出につきまし 

ては、別紙のとおり借入不可と判断しましたのでお知らせします。 
つきましては、農地所有者あての通知を本人に交付してください。 
 

※参考様式２号添付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事務担当     電話     ） 
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（参考様式２号） 
 

福農公第  号 
令和 年 月 日 
 

（農地所有者） 様 
 

（福島県農地中間管理機構） 
公益財団法人福島県農業振興公社理事長 

 
農地中間管理事業に係る借入農地について（通知） 

令和○年○月○日付けであなたから賃貸申出のありました農用地等のうち、
別紙一覧の農用地等については、借受希望者がないことから、借入不可と判断し
ましたので御了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事務担当     電話     ） 
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(変更様式1号）　　　　　　　　　　　  　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         番　　　　　　 　　　　号

令和　　年　　月　　日

     ( 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　市町村長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は農業委員会長

農地中間管理事業賃貸借変更申出書について

　このことについて、別紙のとおり申出がありましたので協議します。

記

変更申出　　　　件

（事務担当　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　）
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（変更様式2号）

（市町村又は農業委員会経由）

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

郵便番号

住　所

氏　名 印

                                           生年月日

電話番号

　このことについて、下記のとおりです。

記

１　変更内容

変更前 変更後

賃借料（円） 賃借料（円）

２　変更理由 （該当する項目に〇を付けてください。）

　（１）　合意解約 所有者都合　　：　　農地売買　・　　贈与　　・　　その他（　　　　　　　　　　）

耕作者都合　　：　　耕作者変更　　・　　その他（　　　　　　　　　　）

基盤整備事業関連

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（２）　賃借料変更 　　　 　   　　　　　　円／10aから　　　　    　　　　　円／10aに変更します。

　（３）　その他 （　　　                                                                                       　　　　　　）

農地中間管理事業賃貸借変更申出書（農地所有者用）

合計 筆

備考

令和　　　年　　　月　　　日　　

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

土地の所在公告日 地目
面積
（㎡）
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（変更様式3号）

（市町村又は農業委員会経由）

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

郵便番号

住　所

氏　名 印

生年月日

                                           電話番号

　このことについて、下記のとおりです。

記

１　変更内容

変更前 変更後

賃借料（円） 賃借料（円）

２　変更理由 （該当する項目に〇を付けてください。）

　（１）　合意解約 所有者都合　　：　　農地売買　・　　贈与　　・　　その他（　　　　　　　　　　）

耕作者都合　　：　　耕作者変更　　・　　その他（　　　　　　　　　　）

基盤整備事業関連

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（２）　賃借料変更 　　　 　   　　　　　　円／10aから　　　　    　　　　　円／10aに変更します。

　（３）　その他 （　　　                                                                                       　　　　　　）

備考公告日
面積
（㎡）

令和　　年　　月　　日

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様　

農地中間管理事業賃貸借変更申出書（借受者用）

地目

合計 筆

土地の所在
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(変更様式４号）　　　　　　 　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福農公第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　市町村長

　又は農業委員会会長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

公益財団法人福島県農業振興公社理事長   　　　　　

農地中間管理事業賃貸借変更申出書について（回答）

　令和　年　月　日付け　第　　　号で協議ありましたこのことについては、異議ありません。

（事務担当　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　）
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（変更様式7号）

記入日

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

〒

届出者 住所

氏名 ㊞

生年月日

（電話番号 ）

※農地所有者が海外居住の場合は、国内連絡先
（住所、氏名、電話番号）を必ず併記してください。

 １　変更する項目 ※該当する項目全てに〇を付けてください。

⑤契約名義及び生年月日　⑥口座番号又は口座名義　⑦その他

　　　※一部の変更内容によっては添付書類が必要となります。なお、詳細は裏面に記載してあります。

 ２　変更理由

 ３　変更内容
（変更前）

（変更後）

①住所　②電話番号　③送付先住所　④法人代表者

農 地 中 間 管 理 事 業 の 契 約 内 容 変 更 届

令和　 　年　　 月　 　日

（市町村又は市町村農業委員会経由）

　貴公社に令和　　年　　月　　日付け公告で締結した（　 貸借　・　農作業受委託 　）契約について、
下記のとおり契約内容の変更を届け出ます。（※該当する契約に〇を付けてください。）

記
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契約内容変更に係る必要書類

※以下の項目を変更する場合は、記載の添付書類を付して提出してください。

・④の場合 代表者変更が分かる書類

【貸借契約】

ア　登記事項証明書

【農作業受委託契約】

イ　法人格を有する組織の場合は登記事項証明書、任意組織の

　場合は総会の議事録等

・⑤の場合 【貸借契約】

ア　所有者死亡後未相続の場合

　(1)　公正証書遺言又は遺産分割協議書がある場合

　 　　　①　公正証書遺言又は印鑑登録証明書付きの

　　　　　遺産分割協議書の写し

　 　　　②　賃借料振込送金先指定書
　 　(2)　公正証書遺言又は遺産分割協議書がない場合

　　　①　法定相続人同意書

　　　②　相続関係説明図

　　　③　賃借料振込送金先指定書

イ　所有者死亡後相続登記済みの場合

　(1)　相続を証するもの

　　　（いずれか一つ、複数筆の場合は１筆のみでも可）

　　　①　登記事項証明書の原本又は写し

　　　②　登記識別情報通知の写し

　　　③　登記完了証の写し（電子申請によるものに限る）

　(2)　賃借料振込送金先指定書

ウ　未相続で契約していたが、相続登記済みとなった場合

　・上段イと同様

エ　耕作者死亡後経営を継承する場合

　・添付書類不要

【農作業受委託契約】

オ　契約者死亡の場合

　・その時点で契約が終了となるため、提出書類なし。

・⑥の場合 【貸借契約】

ア　賃借料振込送金先指定書（農地所有者）

イ　貯金口座振替依頼書（借受者）

【農作業受委託契約】

ウ　農作業等対価振込送金先指定書

　　（基幹農作業受託者及び特定農作業委託者）

エ　貯金口座振替依頼書

　　（基幹農作業委託者及び特定農作業受託者）
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【参考資料「農地法関係事務処理の手引」より掲載】

様式第４－９号

○○農業委員会会長　　様

印

印

1 　賃貸借の当事者の氏名等

2 　土地の所在等

3 　賃貸借契約の内容

4 　農地法第１８条第１項ただし書に該当する事由の詳細

5 　賃貸借の解約の申入れ等をした日

6 　土地の引渡しの時期

7 　その他参考となるべき事項

賃 貸 借 の 合 意 解 約 の 合 意 が 成 立 し た 日 令 和 年 月 日

賃 貸 借 の 合 意 に よ る 解 約 を し た 日 令 和 年 月 日

賃 貸 借 の 解 約 の 申 入 れ を し た 日 令 和 年 月 日

賃 貸 借 の 更 新 拒 絶 の 通 知 を し た 日 令 和 年 月 日

賃借人

所在・地番
地目

面積(㎡） 備考
台帳 現況

記

賃貸人

当事者 氏名 住所

下 記 土 地 に つ い て 賃 貸 借 の ○ ○ を し た の で 、 農 地 法 第 １ ８ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（賃借人）
住所

氏名

農 地 法 第 １ ８ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 通 知 書

令和　　年　　月　　日

通知者
（賃貸人）

住所

氏名
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（記載要領）

1

（合意解約の場合は「通知者氏名」のところに当事者双方が連署してください。）

2

省略することができます。

3

それぞれ記載してください。

4

写しを添付してください。

5

記載してください。

記の3の「賃貸借契約の内容」については、別紙賃貸借契約書の写しのとおり記載し、賃貸借契約書の

記の5 の「 賃貸借の解約の申入れ 等を した 日」 につ いて は、該当 事項 にそ の年 月日 を記 入し ます が、

合 意 解 約 の 場 合 に あ つ て は 、 そ の 合 意 が 成 立 し た 日 及 び そ の 合 意 に よ る 解 約 を し た 日 の 双 方 に

本 文 に は 解 約 の 申 入 れ 、 更 新 拒 絶 の 通 知 、 合 意 解 約 等 該 当 す る 用 語 を 記 載 し て く だ さ い 。

通 知 者 の 氏 名 ( 法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名 ) の 記 載 を 自 署 す る 場 合 に お い て は 、 押 印 を

法 人 で あ る 場 合 は 、 住 所 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 、 氏 名 は 法 人 の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 を
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【参考資料「農地法関係事務処理の手引」より掲載】

様式第４－１０号

令和　　年　　月　　日

印

印

記

1 　合意解約した土地の所在等

2 　合意解約が成立した日 令和　　年　　月　　日

氏名

農 地 の 賃 貸 借 の 合 意 解 約 書

下 記 農 地 に つ い て の 賃 貸 借 契 約 を 令 和 年 月 日 付 け で 合 意 解 約 し 、 賃 借 人 は

賃 貸 人 に 対 し 、 令 和 年 月 日 ま で に 土 地 を 引 き 渡 す こ と と し ま す 。

（賃貸人） 住所

（賃借人） 住所

所在・地番
地目

面積（㎡） 備考
登記簿 現況

氏名
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【県要領様式】 

 
様式第１号 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

（福島県農地中間管理機構経由） 

福島県知事 様 

 

                            市町村長 

 

農用地利用集積等促進計画（案）等について（送付） 

 このことについて福島県農用地利用集積等促進事業事務取扱要領第３条第４項に

基づき、下記のとおり提出します。 

記 

 

１ 送付資料 

（１） 農用地利用集積等促進計画（案） 

（２） 農業委員会の意見書の写し 

（３） 定款の写し※該当者のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当          電話            ） 
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【県要領様式】 

 
様式第２号 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

福島県知事 様 

 

                      （福島県農地中間管理機構） 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 

 

農用地利用集積等促進計画（案）等について（送付） 

 このことについて、福島県農用地利用集積等促進事業事務取扱要領第３条第５項に

基づき、下記のとおり提出します。 

記 

１ 送付資料１（市町村） 

（１）農用地利用集積等促進計画（案） 

（２）農業委員会の意見書の写し 

（３）定款の写し※該当者のみ 

 

２ 送付資料２（機構） 

（１）利害関係人からの意見概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当          電話            ） 
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